
    

ブラック企業の根絶のために、労働者は知識を！ 
 

2013 年 12 月度の相談状況 
 

１．労働相談の概況 

 

1）相談者数・件数について 

 「資料 1．2013 年 12 月、相談者数（雇用形態、男女別、業種別）より」 

「資料 3．2013 年 12 月、相談件数（雇用形態別･相談項目別）より」 

 

  今年 12 月の相談者数は 43 人で先月（56 人）より減少し、前年同月（61
人）と比べると同様に減少しています。 

  相談項目数についても、73 件、一人あたり 1.7 件となっており、前年同月

（113 件）より減少しています。 
 
2）男女別、雇用形態別相談者数について 

 「資料 1．2013 年 12 月、相談者数（雇用形態、男女別、業種別）より」 

 
  男性 25 人（58.1％）、女性 18 人（41.9％）と男性が上回っており、雇用形

態別では、社員 23 人（53.5％）、社員以外 19 人（44.1％）、不明 1 人となっ

ています。 
  社員以外では、パートが 8 人（18.6％）、臨時 7 人（16.3％）、契約社員 4
人（9.3％）です。 

  今回の相談者は正規労働者数が非正規労働者数を若干上回っています。 
今月は、男性労働者の相談数が女性労働者を上回っております。  

 
3) 業種別相談者数、相談件数について 

「資料 2．2013 年 12 月、相談者数（業種別･相談項目別）より」 

「資料 3．2013 年 12 月、相談件数（雇用形態別･相談項目別）より」 

 
  業種別相談者は、多業種に分散し、内訳は「小売業・飲食店」15 人（34.9％）、

｢医療･福祉･医薬品業｣7 人（16.3%）、「その他サービス業」7 人（16.3％）、 
「教育・学校業」3 人（7.0%）と続いています。 
 

4）相談項目（内容）について 

「資料 3．2013 年 8 月、相談件数（雇用形態別、相談項目別）より」 

 

 主相談項目別相談件数では、「賃金関係」14 件、「労働時間関係」14 件、｢雇

用関係｣11 件、「労働契約関係」10 件と続いています。 



 「賃金関係」のなかで時間外手当の未払いが断トツに多いのが特徴です。 

 

5）違法率 

「資料 4．2013 年 12 月、違法件数（雇用形態別・相談項目別）より」 

 

相談項目数件中、違法件数 44 件、違反率は 60.3%で、前月より増加しており

ます。その実態は、時間外手当の未払い、不当解雇、雇止めなど違法を知りな

がらの悪質な違反が目立ちます。 

上位項目は「賃金関係」10 件、「労働時間関係」8 件、「労働契約関係」8 件、

と続いています。 

 

２．12 月の雇用情勢 

 

労働者からの「有給休暇を取らせてもらえない」「残業代がもらえない」「毎

日、残業が多くて、心も体も限界」等悲痛な叫びが相談とともに寄せられてい

ます。もちろん、残業代の未払いや年次有給休暇を取得させないということは

労働基準法違反です。しかし、この労働基準法違反に類する労働相談が多く寄

せられます。 

残業代が支給されていないことを、会社に聞いたところ、残業代は賃金に含

まれているとのこと。○○手当が残業代の見合分との説明があり、会社は就業

規則をみせて、これ、このとおり○○手当が残業代の見合分と記載していると

胸を張って言い切ります。○○手当を外した賃金は、最低賃金の額を下回って

います。問題は、採用のときに、これらのことが説明してないのがほとんど、

労働者を騙しているのが現状です。 

タイムレコードが設置されていても、正しく打刻がされていないケースがあ

ります。早出、残業をしても、就業規則上の始業、終業時間にタイムレコード

の打刻を強要されて、結果は時間外手当が支給されていない。 

あいかわらず、多いのが過酷な労働を強制、さらにはイジメ、嫌がらせ等の

パワハラで退職に追い込む悪質なケースが増えています。 

賃金未払い、年休を与えないなどの違法状態がまかり通り、労働者の尊厳が

いかに今の社会では軽視されているかが見て取れます。 

現在も、違反件数は増え続けていて、ルールを守らないブラック企業の野放

しは、健全経営に努める企業に重大な支障をきたし、社会、経済を疲弊させて

いきます。ブラック企業の根絶は、いまや社会的にも重用な課題です。 

一方では働くほうも、労働法の知識がなく、違法状態がわからないままに過

酷な労働を強いられているケースも見受けられます。 

労働者の権利についての基礎知識を知る必要がありますが、全体には認識が

足りません。会社に対する不安、不満、問題が発生したときに一人では解決は

難しいことから、あきらめないで、自分のみで判断するのではなく、必ず当労



働相談センターに相談しましょう。 

以上 

 

【項目別参考資料】 

資料１ 2013 年 12 月 相談者数（雇用形態・男女別・業種別） 

資料２ 2013 年 12 月 相談者数（業種別、相談項目別） 

資料３ 2013 年 12 月 相談件数（雇用形態別、相談項目別） 

資料４ 2013 年 12 月 違法件数（雇用形態別・相談項目別） 

 


